
情報通信審議会 電気通信事業部会（第９０回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

   平成 20 年 4 月 22 日（火） 14 時 00 分～15 時 30 分 

 於、総務省第１特別会議室 

 

第２ 出席委員（敬称略） 

   根岸 哲（部会長）、酒井 善則（部会長代理）、高橋 伸子、東海 幹夫、 

辻 正次、長田 三紀、安田 雄典 

（以上７名） 

 

第３ 出席関係職員 

(1) 総合通信基盤局 

寺﨑 明（総合通信基盤局長）、武内 信博（電気通信事業部長）、 

古市 裕久（料金サービス課長）、村松 茂（料金サービス課企画官） 

竹内 芳明（電気通信技術システム課長） 

 

(2)  事務局 

渡邉 秀行（情報通信政策局総務課課長補佐） 

 

第４ 議題 

 諮問事項 

ア 電気通信事業法施行規則等の一部改正について【諮問第１２０６号】 

イ 東日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の

認可（加入者系光ファイバ概算納期情報開示システムの機能追加）について 

【諮問第１２０７号】 

ウ ユニバーサルサービス制度の在り方について【諮問第１２０８号】 

エ 事業用電気通信設備規則の一部改正について【諮問第１２０９号】 

 



 

開  会 

 

○根岸部会長  それでは、ただいまから第９０回情報通信審議会電気通信事業部会を開

催いたします。 

  本日は委員７名全員が出席されております。 

  それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めたいと思います。 

  本日の議題は、諮問事項４件であります。 

 

議  題 

 

 諮問事項 

電気通信事業法施行規則等の一部改正について【諮問第１２０６号】 

 

○根岸部会長  初めに、諮問第１２０６号、電気通信事業法施行規則等の一部改正につ

いて審議したいと思います。 

  それでは総務省から、ご説明をお願いいたします。 

○古市料金サービス課長  それではお手元の資料９０－１に基づきまして、電気通信事

業法施行規則等の一部改正について、ご説明をさせていただきます。 

  まず１ページ目、改正の背景でございますが、先月３月２７日に次世代ネットワーク

に係る接続ルールの在り方について、情報通信審議会から答申をいただいたわけでござ

いますけれども、この答申において示されましたＮＴＴ東西の次世代ネットワークに係

る接続ルールの整備事項に関し、省令等改正を要する事項について規定整備を行うもの

でございます。 

  具体的には、ＮＧＮ及びひかり電話網を接続ルールの対象とする第一種指定電気通信

設備の指定対象への追加のための施行規則の一部改正及び指定告示の一部改正。またＮ

ＧＮ等に係るアンバンドル機能及び標準的接続箇所の追加のための施行規則の一部改正

及び接続料規則の一部改正。さらに網機能提供計画の届出を要しない機能の追加のため

の施行規則の一部改正。これらの規定整備を行うものでございます。 

  また今回の答申を踏まえまして、諮問対象外の事項として、あわせて、ここにありま
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すとおり、網機能提供計画の届出対象外であるルータ等に係る情報提供時期の明確化の

ための情報開示告示の一部改正。アンバンドル機能の競争セーフガード制度の検証対象

への追加のための競争セーフガードガイドラインの一部改正の規定整備を行うこととい

たしております。 

  ２ページ目、主な改正の概要でございますが、１.ＮＧＮ及びひかり電話網の第一種

指定電気通信設備の指定対象への追加についてでございます。（１）にありますとおり、

今回、施行規則における指定設備の定義の改正を行ってるところでございまして、具体

的にはＮＧＮ及びひかり電話網において、関門交換機で接続してＩＰ電話を提供する場

合、ＩＰパケットと音声信号を相互に変換するための設備として、メディア・ゲートウ

ェイが用いられているところでございます。現行の施行規則においては、指定設備に該

当する設備が具備する機能として、この変換の機能が規定されていないため、指定設備

の定義を改正し、その具備する機能として、符号等の変換の機能を追加するものでござ

います。 

  次に（２）指定告示改正による指定設備の追加指定等についてでございます。まず

１）ひかり電話網のルータの指定でございますが、これまでひかり電話網のルータにつ

いては、接続を請求する事業者が同種の設備を設置することができない場所に設置され

ている場合等を除き、指定設備に該当しないとされていたところでございますが、今回、

その設置場所にかかわらず、ひかり電話網のルータを指定設備の対象とするものでござ

います。 

  次に３ページ目、２）ＳＩＰサーバの扱いでございますが、ＳＩＰサーバはＮＧＮや

ひかり電話網において、ネットワークを構成する主要な設備であることから、新たに指

定告示を改正して、指定設備の対象とするものでございます。 

  なお、それ以外のＮＧＮのルータや伝送路設備の扱いについてでございますが、この

参考のところにございますとおり、現行の指定設備のうち、ルータなどの交換等設備及

び伝送路設備については、ネガティブリスト方式を採用しているところでございまして、

ＮＧＮを構成する設備のうち、ルータや伝送路設備については、指定告示を改正しなく

ても、指定設備に該当することから、今回の省令等改正において、特段の規定整備を行

わないものでございます。 

  次に２.ＮＧＮ等に係るアンバンドル機能及び標準的接続箇所の追加についてでござ

います。まず（１）接続料規則改正によるＮＧＮ及びひかり電話網に係る機能のアンバ
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ンドルについてでございますが、今回のアンバンドルに関しましては、答申において、

アンバンドルが必要とされた「フレッツサービスに係る機能」、「ＩＰ電話サービスに係

る機能」、「中継局接続に係る機能」、「イーサネットサービスに係る機能」等に関する規

定整備を行うものでございますが、前三者の機能については、ルータ及び伝送路設備に

より、通信の交換・伝送を行う機能という点において、現行制度上アンバンドルされて

いる地域ＩＰ網のルーティング伝送機能と差異はないことから、ルーティング伝送機能

の細目として、規定をしているところでございます。 

  またルータについて、ＮＧＮまたはひかり電話網のルータと地域ＩＰ網のルータにつ

いて、次の４ページ目の上に表がございますが、この表にありますとおり、それぞれ区

別をして定義、規定をしているところでございます。 

  次に具体的なアンバンドルの内容についてでございますが、１）ＮＧＮ及びひかり電

話網に係るルーティング伝送機能についてでございます。ここにございますとおり、ま

ずＮＴＴ東西の収容局に設置されるＮＧＮの収容ルータに接続して、ＮＧＮを利用する

フレッツサービスに係る機能のアンバンドル。ＮＴＴ東西の中継局に設置されるＮＧＮ

の中継ルータに接続して、ＮＧＮを利用する中継局接続に係る機能のアンバンドル。さ

らにＮＴＴ東西の中継局に設置される関門交換機に接続して０ＡＢ～ＪＩＰ電話サービ

スを提供するためにＮＧＮまたはひかり電話網を利用するＩＰ電話サービスに係る機能

のアンバンドル。これらのアンバンドルを行うことといたしております。 

  ２）地域ＩＰ網に係るルーティング伝送機能につきましては、①にありますとおり、

ＮＴＴ東西の収容局に設置される地域ＩＰ網の収容ルータに接続して、地域ＩＰ網を利

用するフレッツサービスに係る機能を現行と同様にアンバンドルすることといたしてお

ります。また答申におきまして、現在収容局接続として整理されているＮＴＴ東西の地

域ＩＰ網同士を接続したＩＰｖ６サービスを提供するための機能は、中継局接続の形態

で行われていると整理することが適当であるとされていることから、これを踏まえまし

て、今回、この機能を中継局接続に係る機能として新たに規定をしているところでござ

います。 

  ３）イーサネットサービスに係る機能につきましても、ＮＴＴ東西の中継局に設置さ

れるＮＧＮのイーサネットスイッチに接続して、イーサネットサービスを提供するため

の機能をアンバンドルしているところでございます。 

  次に６ページ目、（２）接続料規則改正によるメガデータネッツに係る機能の規定整
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備についてでございます。このメガデータネッツは、ＡＴＭベースのデータ伝送サービ

スでございますが、この機能につきましては、平成１５年３月１４日付、情報通信審議

会答申における要望事項を踏まえ、実際費用方式に基づく平成１５年度接続料等の改定

に係る接続約款において、接続料が規定された経緯があること、また、この機能につい

ては、ネットワークが本来有すべき基本的な接続機能として、その位置づけを明確化す

ることが適当である。こういったことから、今回、メガデータネッツのＰＶＣ回線に係

る接続機能について、データ伝送機能としてアンバンドル機能に追加する規定整備を行

うものでございます。 

  次に（３）施行規則改正による、標準的接続箇所の追加についてでございます。これ

につきましては、イーサネットフレーム伝送機能の標準的接続箇所として中継局に設置

されるイーサネットスイッチを追加するとともに、ルーティング伝送機能のうち、一般

収容ルータ接続ルーティング伝送機能等の標準的接続箇所として収容局に設置されるル

ータを追加するものでございます。 

  最後に、施行規則改正による網機能提供計画の届出を要しない機能の追加についてで

ございます。イーサネットスイッチやＳＩＰサーバは、競争的に市場から供給が受ける

ことが可能であり、また、その開発ペースが速く、機能更改も頻繁に行われること等を

踏まえて、当該設備に係る機能について、今回、網機能提供計画の届出を要しない機能

としているところでございます。ただし、これらの機能については、後ほど、ご説明い

たしますとおり、今回の答申を踏まえまして、ルータ同様、網機能提供計画を要しない

機能とはするものの、情報開示告示において、必要な情報を事前に情報開示することと

しているところでございます。 

  今回の制度整備につきましては、施行期日は公布の日といたしております。ただし、

答申を踏まえまして、ＮＧＮ及びひかり電話網に係るルーティング伝送機能については

平成２１年度から、イーサネットフレーム伝送機能については平成２２年度から、それ

ぞれ適用することといたしております。また必要に応じて、省令の見直しを可能とする

見直し規定も置いているところでございます。 

  ８ページ目に、今回、答申を踏まえて諮問対象外として制度整備をする事項について、

参考資料をおつけいたしております。ここにありますとおり、まず情報開示告示の一部

改正により、網機能提供計画の届出をしないルータ等の機能について、新たな網機能を

提供する場合、その機能の情報について、原則として提供予定時期の９０日前までに開
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示するものとしているところでございます。また競争セーフガード制度の運用に関する

ガイドラインの改定によりアンバンドル機能について、競争セーフガード制度の検証対

象に追加することといたしております。 

  本日、ご説明をさせていただきました事項につきましては、今回の次世代ネットワー

クの接続ルールの答申を踏まえた制度整備で、お互いに密接不可分なものでございます

ので、諮問事項と諮問対象外事項、あわせまして、全体として、これを公表し意見招請

の対象とさせていただきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○根岸部会長  ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、

ご質問とかご意見ございましたら、お願いします。 

  いかがでしょうか。お願いします。 

○東海委員  単なる言葉だけです。４ページで、上に表がございまして、ＮＧＮ及びひ

かり電話網のルータと、それから地域ＩＰ網のものは、これはもともと第一種指定され

ていたわけであります。一般と特別という言葉を、ここであえて２つを区別するために、

定義として使っていくという意味ですか。 

○古市料金サービス課長  そうですね。同じルータではございますけれども、ＮＧＮ及

びひかり電話網のルータについては、ＳＩＰサーバと連携して、セッション制御機能を

提供している。それ以外の地域ＩＰ網については、こういった機能を提供しないという

ことなので、この２つのルータの機能を区別するために一般と特別という言葉を使って

区別をしているということです。 

○東海委員  ＮＧＮと、ひかりが入ってきたので、地域の部分との区別をしっかり、ル

ータのところが違うものとして定義をしていこうと、そういう意味ですね。 

○古市料金サービス課長  おっしゃるとおりでございます。 

○東海委員  ありがとうございます。結構です。 

○根岸部会長  どうぞほかに。 

  じゃあ、お願いします。 

○酒井部会長代理  定義を少し忘れてしまったんですけれども、ＮＧＮの設備について

は、ネガティブリストなんで、特に正式に、ＮＧＮと書かなくても、ネガティブリスト

をやらない限り指定設備になるという解釈ですよね。 

○古市料金サービス課長  はい。 
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○酒井部会長代理  ＮＧＮの構成設備については。 

○古市料金サービス課長  正確に申し上げますと、３ページの参考にございますとおり、

ルータなどの交換等設備と、それから伝送路設備。これについては指定しない設備を個

別具体的に列挙をして、この個別に列挙されている設備以外は自動的に指定設備の対象

となるというネガティブリスト方式となっております。ですから、逆にいいますと、そ

れ以外の例えば信号系の設備でありますとか、制御系の設備については、これまでも個

別に指定対象設備の指定をしているということでございます。 

○酒井部会長代理  ひかり電話網の交換機や何かについては、特にネガティブリストで

はなくて、これは指定しないといけないという形になるわけですね。 

○古市料金サービス課長  ひかり電話網のルータにつきましては、例えば集合住宅向け

ＩＰ電話ルータにつきましては２００４年７月に、戸建て向けのＩＰ電話ルータにつき

ましては２００５年１月に、基本的にもっぱらＩＰ電話に使えるようなルータについて

は、指定の対象外といたしております。 

○酒井部会長代理  なってますよね。 

○古市料金サービス課長  したがいまして、このひかり電話網のルータについては、今

回新たに、今まで対象外となっていた部分について、指定をし直しているということで

す。 

○酒井部会長代理  ひかり電話網として、そういう形のネガティブリスト方式ではなく

て、今回答申で、ひかり電話網も指定設備にすると。そうなると今度ポジティブリスト

ではないですけれども、そこのうちの、これと、これと、これを指定してという形で規

定整備をしなきゃいけない。そういう形になるわけですね。 

○古市料金サービス課長  そうですね。 

○酒井部会長代理  ひかり電話網といって、一遍にこの部分だけがネガティブリストだ

と、そういうふうになっているわけじゃないのでということですね。 

  ちょっとネガティブリストの関係が、ごっちゃになってしまったんですけれども。 

○古市料金サービス課長  交換等設備及び伝送路設備については、特に規定をしなけれ

ば、そのまま自動的に指定設備になるということでございますので、ただ、ひかり電話

網のルータについては、今まで指定設備からあえて明示的に除外をされてましたので、

それを追加するのが、まず１点でございます。 

  それからＳＩＰサーバにつきましては、こういったネガティブリスト方式を採用して
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いる交換等設備、それから伝送路設備に該当しませんので、この部分については、ＳＩ

Ｐサーバについて、新たに指定設備の対象としているということでございます。 

○酒井部会長代理  わかりました。 

○根岸部会長  ほかにいかがでしょう。 

  よろしいですか。きょうの、この施行規則の一部改正につきましては、本年の３月２

７日付の答申に示されました、いわゆるＮＧＮに係る接続料の整備事項について、省令

等を改正すると、こういう規定整備を行うというものであります。 

  今回の改正につきましては、先ほど説明がありましたように当部会への必要的諮問事

項と諮問を要しない事項と２つから構成されておりますが、これらは密接不可分である

ということでありますので、報道発表や意見招請につきましては、必要的諮問事項の部

分を含め、一体として総務省が実施することを、この部会で決定いたしまして、当部会

といたしましては提出された意見を踏まえて、接続委員会で検討いただいた上で最終的

に答申をまとめることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○根岸部会長  それでは、そのように決定したいと思います。意見招請の期間につきま

しては、５月２２日木曜日までの間、総務省において実施いただきたいと思います。 

 

 諮問事項 

  東日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可

（加入者系光ファイバ概算納期情報開示システムの機能追加）について【諮問第１２０

７号】 

 

○根岸部会長  それでは次に参りたいと思います。次は諮問第１２０７号、東日本電信

電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可、いわゆる加入

者光ファイバ概算納期情報開示システムの機能追加について審議をしたいと思います。 

  それでは、ご説明をお願いいたします。 

○古市料金サービス課長  それでは資料９０－２に基づきまして、ＮＴＴ東日本の接続

約款の変更について、ご説明をさせていただきます。 

  １ページ目、申請概要でございますが、本件はＮＴＴ東日本が加入者系光ファイバ概

算納期情報開示システムについて、機能追加を図ることに伴い、その手続費に関し、接
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続約款の変更を行うものでございます。 

  具体的な変更内容につきましては、２ページ目でございますが、現在ＮＴＴ東日本で

は、ホームページ上で接続事業者が電気通信番号を入力することにより、当該電気通信

番号が利用されている場所において、加入者系光ファイバが利用可能となるおおむねの

時期に関する情報を表示する加入者系光ファイバ概算納期情報開示システムを運用して

いるところでございます。具体的には、下のピンクのウェブ画面のイメージ図にありま

すとおり、シングルスター方式及びシェアドアクセス方式により加入者系光ファイバを

提供する場合の納期に関する情報等を開示しているところでございます。 

  今回、このピンクの画面のイメージ図の赤い点線の部分にありますとおり、このシス

テムに同一の配線ブロックにある複数の局外スプリッタごとにシェアドアクセス方式に

よる複数の加入者系光ファイバの概算納期情報を同時にウェブ上に表示する機能を追加

するため、その手続費に関して接続約款の変更を行うものでございます。 

  ３ページ目、1.手続費の設定についてでございますが、この加入者系光ファイバ概算

納期情報開示システムの手続費につきましては、現行手続費として、先月末に情報通信

審議会で答申をいただきまして、認可いたしました平成１９年度及び平成２０年度の接

続約款に基づき、基本額として１件当たり１.１２円。加算額として、シェアドアクセ

ス方式に係る１つの局外スプリッタのみの概算納期情報開示の手続として、１件当たり

０.１７円が規定されているところでございます。 

  今回、（２）の②シェアドアクセス方式に係る局外スプリッタごとの概算納期情報開

示の手続費について、新たに設定をしているところでございますが、このシェアドアク

セス方式に係る局外スプリッタごとの複数の加入者系光ファイバの概算納期情報開示に

係る機能を利用する場合、その手続費は、先ほど申し上げた（２）①のシェアドアクセ

ス方式に係る概算納期情報を一たん参照した上で、その配線ブロック内にある局外スプ

リッタごとの加入者系光ファイバの概算納期情報を表示することを可能とするため、

（２）①の加算額に加えて、今回の追加機能に係る額、１件当たり０.５１円を合算し

た加算額、１件あたり０.６８円を設定し、適用するものでございます。適用開始期日

は、準備が整い次第ということで、具体的には平成２０年７月を目途としているところ

でございます。 

  ４ページ目、手続費算定の概要でございますが、まず原価の算定につきましては、１

の２）にございますとおり、今回の追加機能の適用開始期日は、平成２０年７月目途を
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予定していますことから、平成２０年度の本機能の手続費の算定期間は、平成２０年７

月から平成２１年３月までの９カ月間としているところでございます。このため、今回

の機能追加に係る設備管理運営費は９カ月間の年経費により算定することとし、その年

経費は網改造料の算定式に準拠して算定しているところでございます。 

  また５ページ目、需要の算定でございますが、これにつきましても、２の２）にござ

いますとおり、平成２０年７月から平成２１年３月までの９カ月分の利用見込件数に基

づいて算定をしているところでございまして、この原価及び需要に基づきまして、３に

ありますとおり、手続費が算定されているところでございます。 

  ６ページ目、７ページ目が審査結果でございますが、審査事項８及び審査事項１８に

つきまして、審査結果については適といたしております。この結果、今回のＮＴＴ東西

の接続約款変更案については、認可することが適当ではないかと考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○根岸部会長  それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見ありました

らお願いします。 

  今回は、ＮＴＴ東のものだけですよね。 

○古市料金サービス課長  はい。 

○根岸部会長  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○根岸部会長  それでは本件につきましては、接続に関する議事手続規則の規定に従い

まして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、広く意見の募集を行う

ということといたします。 

  本件に関する意見招請は、規定どおり２回実施することとし、１回目の期間は５月２

２日木曜日までといたします。 

  さらに、提出された意見を発表してから、それらの意見について、２回目の意見募集

を実施することとし、期間を２週間といたしたいと思いますけれども、内容がテクニカ

ルなものでもありますので、場合によれば、１回目の意見募集で意見が出ないというこ

ともあり得ることから、仮に１回目の意見募集で意見の提出がなかった場合には、２回

目の意見募集を行わないということにしたいと思います。 

  また本件につきましても、接続委員会において、検討していただくということでござ
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いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 諮問事項 

  ユニバーサルサービス制度の在り方について【諮問第１２０８号】 

 

○根岸部会長  それでは３つ目ということで、諮問第１２０８号のユニバーサルサービ

ス制度の在り方について、審議したいと思います。 

  それでは説明をお願いいたします。 

○村松料金サービス課企画官  それでは資料９０－３に沿いまして、ユニバーサルサー

ビス制度の在り方につきまして、ご説明申し上げます。まず１枚目にございます諮問書

でございます。基礎的電気通信役務（ユニバーサルサービス）制度の在り方について、

下記のとおり諮問する。 

  現行のユニバーサルサービス制度は、ドライカッパを利用した直収電話の提供により

地域通信市場分野における一層の競争の進展が見込まれること等を背景として、平成１

７年１０月２５日付、貴審議会答申「ユニバーサルサービス基金制度の在り方」におい

て、必要な制度の見直しの考え方が示され、平成１８年度から本格的に稼働している。 

  ユニバーサルサービス制度稼働後、同制度を取り巻く市場環境は急速かつ大幅に変化

しており、ブロードバンド化が進展し、ＩＰ電話の加入者が大幅に増加する一方で、加

入電話の加入者数が減少する等、回線交換網からＩＰ網へのマイグレーションの影響が

顕在化してきている。現行制度は、回線交換網ベースの電話サービス市場の競争の進展

に考慮しつつ制度設計が行われているが、上述のような市場環境の変化に適切に対応し

ていくことが求められている。また、平成１８年４月に施行した電気通信事業法施行規

則等の一部を改正する省令の附則において、同省令の施行後３年を目途として、関係規

定の見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとされている。 

  これらの状況等にかんがみ、総務省では「新競争促進プログラム２０１０」において、

ブロードバンドサービスの普及など、市場実態が大きく変化していく中、段階的にその

見直しを図る必要があり、「ユニバーサルサービス制度の将来像に関する研究会」報告

書を踏まえ、ＩＰ化に対応したユニバーサルサービス制度の見直しについて、平成２０

年４月を目途に貴審議会に諮問し、貴審議会における審議を経て、同年中に一定の結論

を得ることとしているところである。 
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  以上を受け、またユニバーサルサービス制度と関連する制度との整合性も踏まえ、ユ

ニバーサルサービスの範囲、ユニバーサルサービスの維持に係る費用の算定方法、及び

同費用の負担方法等ユニバーサルサービス制度の在り方について、貴審議会に諮問する

ものである。 

  それから続きまして、別添に基づきまして、ご審議いただきたいと考えております論

点等について、ご紹介を申し上げたいと思いますけれども、今回、制度稼働後、初めて

の見直しでございますので、その前に参考資料を用いまして、これまでの経緯と諮問書

にもございました昨年度開催しました研究会の概要等を、まずはご紹介したいと思いま

す。 

  別添の資料の７ページをお開きください。まず制度整備の経緯でございますけれども、

平成１２年に答申をいただきまして、それを踏まえまして平成１４年に事業法改正が行

われまして、制度の導入が図られてございます。１７年度までは、純費用の発生がござ

いませんでしたので、稼働は行われませんでした。その後、先ほどの諮問書にございま

したように直収電話サービスの提供によります実効的な競争が始まるという段階になり

ましたものですから、１７年１０月に見直しの考え方の答申が出たところでございます。 

  具体的には算定方法につきましては、収入費用方式からベンチマーク方式への変更、

負担方法については、収益額ベースから電気通信番号数ベースへの拠出への変更という

ことを提言いただきました。これに基づきまして、関係省令の改正を行いました。 

  以上を踏まえまして、制度の稼働でございますが、１７年１２月に支援機関の指定、

それから１８年３月に適格事業者の指定、それから１８年８月にＮＴＴ東西のユニバー

サルサービスの収支が５１８億円と赤字となったものですから、これに基づきまして、

１８年１１月に負担金等の認可、そして翌年から負担金の徴収等を行っているところで

ございます。 

  続きまして、８ページ、ユニバーサルサービスの概念と範囲でございますけれども、

一番上にございますように、国民生活への不可欠性、料金面での利用可能性、地域的な

利用可能性ということで３点の要件がございまして、現在は一番下にございますように

加入電話、公衆電話、緊急通報を対象としてございます。 

  ９ページ目、制度の仕組みでございますけれども、ＮＴＴ東西のユニバーサルサービ

ス提供設備と接続しております事業者も応分のコスト負担を行う仕組みということで、

負担事業者は右側にございますように携帯電話事業者、固定電話事業者、ＩＰ電話事業
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者等ということで、具体的には下にございますように、前年度の事業収益が１０億円超

ということで、現時点で５２社が対象となっているところでございます。 

  続いて１０ページ目、収支表でございますが、初年度の１７年度が東西合計で５１８

億円の赤字、１８年度は合計で８４９億円の赤字となっているところでございます。 

  １１ページ目、補てん対象額の算定方法でございますけれども、加入電話につきまし

ては、高コスト側上位４.９％の回線について、ＬＲＩＣで算定されました回線費用と

一定基準費用、現在ですと、全国平均費用＋２σの差額ということで、ベンチマーク方

式を採用してございます。緊急通報について、同じく高コスト側の回線の緊急通報の，

つなぎ込みに係る費用。第一種公衆電話につきましては、相殺型の収入費用方式を採用

してございます。 

  １２ページ目、補てん対象額の推移でございますけれども、平成１８年度分認可分に

つきましては、東西分合計で１５１億円余り、番号単価は７円。１９年度認可分につき

ましては、１３５億円余りで、番号単価は６円。ボリュームとしましては、加入電話が

１９年度認可分で、９２億円余り、第一種公衆電話は４２億円余り、緊急通報は７,６

００万円となっているところでございます。 

  番号単価の算定方法ですが、１３ページにございますように、分子のほうが補てん対

象額に支援機関の支援業務費を加えたもの。分母のほうは使用電気通信番号の総数とな

っているところでございまして、直近は６円となっているところでございます。 

  発足後の見直しとしましては、１４ページにございますように補てん対象額の算定方

法を見直してございます。１９年３月の答申を踏まえまして、利用者負担の抑制を図る

観点から１９年度の算定より、算定方法を見直してございます。従前は左にございまし

たようにベンチマークが全国平均費用でございましたけれども、それを全国平均費用＋

２σに変えてございます。これに伴いまして、下にございますように従来ユニバーサル

サービス制度により各事務所が負担していた費用をＮＴＴ東西のみが負担ということで、

昨年９月の答申、２０年度以降の接続料算定の在り方におきまして、当分の間の措置と

しまして、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係る費用を接続料原価に算入しているところで

ございます。 

  この点につきましては、１５ページの答申にございますように利用者負担の抑制や接

続料の水準等に配意しつつ、平成２０年よりユニバーサルサービス制度の見直しを行い、

き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路費用の扱いも含めて、結論を得ることが適当であるというこ
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とで、今回の見直しの中の１つの宿題となっているところでございます。 

  １６ページはＮＴＳコストの概要でございまして、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路は③の

ところでございます。 

  以上によりますＮＴＳコストのつけかえのテンポでございますけれども、１７ページ。

従前は左側にございましたとおり、１７年度から２０％ずつ、ＮＴＳコストを接続料原

価から基本料に移しかえるということになっていたところでございますが、それに加え

まして、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストをつけ戻すことになったものですから、右側

にございますように、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト以外のＮＴＳコストについては

従前どおり、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストにつきましては、中ほどにございますよ

うに２０年度から２０％ずつ、つけ戻しということで、合計しますと一番下にございま

すように、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストも含めましてＮＴＳコストの接続料原価へ

のつけかえの割合としましては、今年度が２４％、来年度が１２％、２２年度が１６％

となるところでございます。 

  これに基づきます接続料水準の試算でございますが、１８ページでございます。先般

答申いただきました２０年度のＧＣ接続は４.５３円でございますが、今後の試算とし

ましては、２１年度が４.２円から４.５円、２２年度は４.７円から５.３円ということ

で、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストのつけ戻しによりまして、２２年度については上

昇の見込みという試算が出ているところでございます。 

  続きまして、利用者への転嫁の状況でございますけれども、１９ページが現在、負担

事業者５２社でございます。こちらにございますように、ほぼすべての事業者が負担額

をユニバーサルサービス料ということで利用者に転嫁しているという状況でございます。 

  続きまして、２０ページ目が負担金納付、交付金交付の流れでございますけれども、

負担事業者、支援事業者、適格事業者の間で番号利用数の報告ですとか、負担金の通知、

負担金の納付、交付金額の通知、交付ということで、毎月、このような作業が行われて

いるという状況でございます。 

  以上が、これまでのユニバーサルサービスの状況でございまして、２１ページが昨年

行いましたユニバーサルサービス制度の将来像に関する研究会の報告書の概要でござい

ます。菅谷先生を座長、それから辻先生を座長代理にお願いしまして、１年間かけまし

て、ご審議いただいたところでございます。研究会では２０１０年代初頭までをフェー

ズ１、２０１０年代初頭以降をフェーズ２と大きく２つに分けまして、将来像の検討を
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いただいたところでございます。 

  まずフェーズ１につきましては、基本的には現行制度の枠組みの維持が基本というこ

とで、ただ、黄色いところの一番下にございますように加入電話契約数が減少しても、

ユニバーサルサービスコストは容易に減少しないということで、光ＩＰ電話等に移行し

た回線をメタル加入者回線として、補てん額の算定上考慮することの必要性をご提言い

ただいているところでございます。またフェーズ２につきましては、ＩＰ化が進展した

時期を想定しまして、ブロードバンドサービスをユニバーサルアクセスという概念でと

らえまして、将来のユニバーサルサービスの在り方について、適格事業者、それからコ

ストの算定方法等、議論いただいたところでございます。 

  ２２ページでございます。このうちのＩＰ化の件でございますけれども、採算地域で

ございます都市部を中心に光ＩＰ電話の移行が進んで、加入電話契約数が減少している

ということで上の右側にございますように、１つは補てん額が減少する。もう１つとし

ましては、高コスト地域における加入者回線コストが上昇するということが見込まれて

ございます。それに対しまして、真ん中にございますように、その原因でございます光

ＩＰ電話については、現在ではユニバーサルサービスと位置づけるのは、まだ時期尚早

ということもございますし、またＮＴＴ東西はあまねく電話責務を負っており、光ＩＰ

電話への移行が進んでもメタルは撤去できないという状況にあるということで、研究会

では大きく２点、一番下にございますように、光ＩＰ電話等へ移行した加入電話の回線

数を補てん対象額の算定上もとに戻すことが適当ということと、高コスト地域のメタル

加入者回線コストの一部を負担する仕組みの必要性の検討が必要ということをご提言い

ただいたところでございます。 

  それについての詳細でございますが、現状では２３ページがＮＴＴ東西の加入電話回

線数の推移でございますが、左にございますように年々減少を続けておりまして、こち

らにはございませんが、２００７年度末の数値としましては、４,０００万回線を割る

見込みという状況でございます。それから地域別で見ますと、右側にございますように

３級局、２級局、特に都市部における減少が顕著という状況でございます。 

  一方コストについてでございますけれども、２４ページでございます。一番左にござ

いますように加入者回線数は年々減少しておりますが、メタルケーブル自体は面的カバ

ーエリアの拡大に伴いまして増加を続けております。また投資額につきましても、新規

投資は抑制されておりますが、最低限の投資６００億円は続けているという状況。また
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一番右にございますように、老朽化に伴う維持コストという問題でコスト自体は減って

はいないという状況でございます。 

  以上の状況から研究会の提言の１つとしましては、２５ページ、まずはＩＰ補正でご

ざいます。現在の補てん額の仕組みは一番左にございますように、ベンチマーク水準以

上ということで、緑のところが補てん対象額でございますが、都市部を中心に真ん中の

図にございますように光ＩＰ電話に移行をするということで２つの影響が出てきており

ます。１つは縦軸なんですけれども、４.９％高コスト地域の回線数の減少。もう一つ

は横軸ですが、ベンチマーク水準の上昇ということで、それに伴いまして、緑のところ、

補てん対象額が減少するという傾向にございます。これについては、補てん対象額の算

定額に光ＩＰ電話の数を加えるということで、補てん対象額の減少を抑制することを１

つ提言いただいているところでございます。 

  もう１つが２６ページ、メタル加入者回線コストの影響でございますけれども、真ん

中の図にございますように、メタル加入者回線コストについてはオレンジ色の部分でご

ざいまして、接続料の設定がございますので、平均化してフラットな状況になってござ

います。この部分につきましても、右の図にございますように都市部を中心に光ＩＰ電

話への移行ということで、平均コスト水準がアップするという状況でございます。その

下にございますようにコストは上昇しておりますけれども、ユーザー料金の値上げは制

限があるということで、収支の悪化のおそれということで、何らかの対策の検討が指摘

されているところでございます。 

  以上が今回のご審議でも参考とさせていただきたい昨年度の研究会の報告書の概要で

ございます。以下、ユニバーサルサービスをめぐる各種サービスのトレンド等を簡単に

ご紹介したいと思います。 

  ２７ページが加入電話ということで、移動電話、ＩＰ電話が増加している一方、こち

らは競争事業者も含んだ数字でございますが、加入電話は年々減少傾向でございます。 

  ２８ページ、公衆電話の設置状況でございますけれども、ユニバーサルサービスの対

象の第一種公衆電話の設置状況は市外地域は大体５００メートル四方に１台、それ以外

の地域おいては１キロメートル四方に１台という基準でございますけれども、第一種公

衆電話につきましては、下のグラフにございますように１０.９万台と数の減少はござ

いませんけれども、第二種公衆電話については減少しておりまして、一種、二種合わせ

た数字としましては、現在１０年前の半分以下という状況になっているところでござい
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ます。 

  続いて、２９ページ。光ＩＰ電話の状況でございますけれども、緑のところにござい

ますように光ＩＰ電話、０ＡＢ～Ｊ電話ですけれども、増加をしておりまして、昨年末

の数字としましては、６８０万番号となってございます。 

  続きまして、携帯電話でございますけれども、３０ページの左側にございますように

人口普及率としましては、１８年度末で８０％弱となっております。 

  ３１ページでございますけれども、人口カバー率は９９.７％ということで、住んで

いらっしゃるエリアで使えない方の人口は、残り約４１万人という数字になってござい

ます。 

  続きまして、３２ページ。ブロードバンド、光ファイバでございますけれども、ＡＤ

ＳＬは減少傾向にございますが、光ファイバは増加しておりまして、昨年末で１,１３

２.８万加入となっております。また別の調査ですけれども、今年１月実施の通信利用

動向調査では光回線の利用世帯がＤＳＬの利用世帯を初めて上回ったという結果が出て

いるところでございます。 

  世帯カバー率としましても、３３ページの中ほどにございますように、超高速のとこ

ろ、２００７年度は８４％という状況でございます。 

  次に加入電話の料金の状況でございますけれども、基本料ということでは、ＮＴＴ東

西の基本料は１,４５０円から１,７００円。競争事業者のほうは１,３５０円ないし１,

５００円。ちなみに光ＩＰ電話につきましては、３００円ないし５００円という状況で

すけれども、ＦＴＴＨサービスの加入が必須という状況でございます。 

  続きまして、諸外国の状況でございますが、３５ページに、まずユニバーサルサービ

スの範囲でございますけれども、多少入り繰りがございますが、各国とも電話サービス、

公衆電話、緊急通報を対象としているところでございます。 

  ３６ページ、コストの算定方法につきましては、収入費用方式を採用しているところ

が多い状況ですけれども、米国の場合は、我が国同様ベンチマーク方式を採用してござ

います。それからコスト負担方法につきましては、各国とも電気通信事業収益費という

ことで、番号を使っているところはないという状況です。また利用者転嫁につきまして

は、米国では事業者の判断で利用者にユニバーサルサービス料を請求する例が見られる

という状況でございます。 

  以上が研究会の概要も含めまして、これまでの状況でございます。 
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  １ページにお戻りください。今回、審議をお願いする背景でございますけれども、諮

問書にもございましたように新競争促進プログラム２０１０、それから稼働の際の省令

で見直しをうたっていますものですから、ＩＰ化等の状況を踏まえて制度の見直しをお

願いするものでございます。 

  続きまして、今回、ご審議をお願いしたい見直しの範囲でございますけれども、先ほ

どご紹介しました２１ページの研究会の報告書の概要におきますと、フェーズ１、黄色

いところ、このあたりを中心にご審議をお願いできればと思っております。 

  ２ページにお戻りいただきまして、具体的には赤い部分、２００９年から２０１１年

のところで、まだ加入電話の契約数が過半と想定されますが、この３年間を中心にご議

論いただければということを考えてございます。 

  それから研究会の報告書におきますと、赤い部分、フェーズ２の部分については、２

０１０年代初頭以降の話でございますけれども、光ＩＰ電話、携帯電話、ブロードバン

ドサービス等の普及状況を踏まえました方向性の検討、それから課題の整理をお願いで

きればと考えているところでございます。 

  続きましては、３ページ。検討をお願いしたい個々の論点（案）でございます。ユニ

バーサルサービスの範囲でございますけれども、まずは加入電話の加入者が過半と想定

されます２０１０年代初頭の加入電話の扱いでございます。それから第一種公衆電話に

つきましては、携帯電話が普及しまして、屋外における通信手段が多用化してございま

すので、そのような状況の中、一種公衆の必要性をどう考えるかということでございま

す。携帯の普及により必要性が低下しているというご意見もあろうかと思いますし、災

害時の優先電話ですとか、それから携帯を持たない子供等の通信手段としてまだまだ重

要というお考えもあるかと思いますので、そのような状況を踏まえまして、必要性につ

いてのご議論も必要かと考えてございます。 

  その次の２つは、今後の検討ということになるかと思いますけれども、光ＩＰ電話、

携帯電話、ブロードバンドサービスに関する２０１０年代初頭以降の普及状況を踏まえ

ました方向性の検討、課題の整理。それから、適格電気通信事業者の要件でございます

が、現在は、すべてのユニバーサルサービスの一体的な提供が要件となってございます

ので、この点どう考えるかというところもあろうかと考えております。 

  続きまして、コストの算定方法でございますけれども、まずは加入電話につきまして

は、先ほど、研究会のご提言をご説明しましたとおり、都市部における加入電話の契約
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数の減少につきまして、どのように考えるかというところが１つ大きな課題でございま

す。それから、公衆電話、緊急通報の補てんについてでございますけれども、公衆電話

につきましては、先ほど申し上げました必要性の検討とあわせまして、補てんのあり方

についても検討が必要かというふうに考えております。 

  それから、緊急通報につきましては、重要性については高まっているわけですけれど

も、加入電話と比べまして携帯からの発信が多くなっているという状況もございますの

で、その点も踏まえました考察が必要かということを考えてございます。 

  その次の利用者負担を抑制する観点からのコスト算定方法の考え方、接続料との関係

でございますけれども、この点につきましては、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストにつ

きまして、利用者負担抑制の観点から接続料に戻しておりますので、その点につきまし

てどのように考えるかというところがもう一つ大きな課題でございます。 

  続きまして、コストの算定方法でございますけれども、コストの負担方法の見直し、

利用者転嫁でございますが、現在、ほとんどの負担事業者が負担額を利用者に転嫁して

いるという状況を踏まえまして、現在の電気通信番号を基礎としました負担方法につき

ましての一つ考察が必要かというふうに考えております。 

  それから、３つ目のコスト負担事業者の範囲の見直しでございますけれども、現在、

収益が１０億円を超える事業者を対象としてございますので、この点、変更の必要があ

るかどうかという点の検討が必要でございます。 

  それから、その他でございますけれども、基本料の取り扱いにつきましては、１８年

１１月の答申におきまして、ＮＴＴ東西においてＩＰ化の進展など市場動向の変化を踏

まえた基本料体系の在り方について検討を継続しということがうたわれてございますの

で、ＮＴＴ東西の検討等を踏まえまして、取り扱いについて考察が必要かと考えており

ます。 

  それから、消費者保護方策、支援機関でございますけれども、利用者転嫁が行われて

いる状況を踏まえました情報開示のあり方ですとか、常々審議会でご指摘いただいてお

ります支援機関、それから総務省等の周知・広報の充実等につきましてもご議論いただ

ければと考えているところでございます。 

  次に、検討のスケジュールでございますけれども、途中、事業者等からのヒアリング

を挟みましてご議論いただきまして、年内にご答申をいただければと考えているところ

でございます。 
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  そのヒアリングでございますけれども、５ページ目をごらんください。２回に分けま

して、ＮＴＴ東西、負担事業者、団体、それから消費者団体の方々からお話をお聞きし

たいということで考えてございます。１回目が５月２７日の電気通信事業部会の終了後、

２回目が６月９日午後２時からということで準備を進めたいと考えているところでござ

います。 

  以上がお願いしたい審議事項の内容でございます。盛りだくさんでございますけれど

も、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○根岸部会長  ありがとうございました。それでは、ただいまのユニバーサルサービス

制度の在り方について、今後の検討のお話をいただきましたので、どうぞ、ご質問、ご

意見ございましたら、お願いします。 

○辻委員  詳細な説明、ありがとうございました。前回の「ユニバーサルサービス制度

の将来像に関する研究会」の経過を踏まえて、フェーズ１とフェーズ２に分け、フェー

ズ１でできるところの論点を整理していただいたと思っております。私自身がユニバー

サルサービスの研究会に参加していたものですから、そこでの雰囲気等々を入れて感想

を述べさせてもらいます。やはり最終目的がフェーズ２の方向へ向かっていきますから、

このフェーズ１というのは、ある意味で過渡的な位置付けになるわけですね。ですから、

過去の課題を整理して解決していくというスタンスと、先を見てブロードバンドの進展

に持っていく、その２つの役割があると思います。ですから、これを同時に解決という

のは非常に難しいから個別的な対応にならざるを得ないと思います。個別対応でいきま

すと、移行に向かっての全体的な理念とか整合性がばらばらになりますので、非常に難

しいところだと思います。 

  端的に言いますと、先ほどおっしゃられたマイグレーションが問題です。それから、

負担の公平もあります。これはどこから出ているかといいますと、負担の公平というこ

とを強調しますと、昨今の「インターネット政策懇談会」でも意見が出ていましたが、

ヘビーユーザーの方々はインターネットの推進を促進するほうだから、ニュービジネス

モデルとかを考えられておられるから、そこは料金は安くして、できるだけＮＧＮの方

向で持っていく。料金が上がるような形にするとマイグレーションが進展がしないとい

う意見もありました。ユーザー間の公平性をにらみ、かつマイグレーションを進めると

いうのは非常に難しい、しかし重要な点だと思います。 

  それからもう一点、利用者負担を抑制する観点は非常に大事なので、前回ではき線点
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ＲＴ－ＧＣ間伝送路は抜くという原則から、今、再度取り組むということになりました。

ＮＴＳコストはこのように接続料から抜いていくという原則がありますが、そうすると

ユーザー料金が上昇するという二律背反の問題が生じます。どちらかというと利用者負

担を抑制するというように見直しになったのが今回の制度です。これについては、整合

性の問題がありますから、今回の３年限りのものかどうか、あるいはさらに継続される

のか、大事になってくると思います。 

  それから、もう一点は、今のネットワークをどうするかということです。直近に問題

になってきますのは、自治体が光ファイバを独自の費用とか補助金とかで引いていく事

例というのが、今はそれほど多くないですけれども、今後は出てくると思います。そう

すると、自治体はネットワークを敷設し、全部ＩＰ電話等々にされますと、自治体がユ

ニバーサルサービスの運営主体となり得ます。そうするとＮＴＴはその自治体内での銅

線を巻き取ってもいいのかという議論も生じます。つまり、ＮＴＴに課されているユニ

バーサルサービスオブリゲーションを検討する必要性がでてきます。今後、どれだけの

自治体が光ファイバを敷設するのか予想はつきませんが、増えていくようになりますと、

局所的にユニバとの関係で適格業者等々の問題が出てくるかと思います。 

○根岸部会長  ありがとうございます。何かコメントいただくことありますか。 

○村松料金サービス課企画官  今、先生方からいただきました３点のご指摘も踏まえま

して、ご審議のほうをお願いできればと考えてございます。 

○根岸部会長  ほかに。どうぞ。 

○東海委員  これから関係の方々のいろんなご意見を承りながら議論をしていくことだ

ろうと思いますが、あまり細かいことをご質問してもしようがないかと思いますが、２

１ページに「ユニバーサルサービス制度の将来像に関する研究会」報告書の概要が出て

おりまして、私は、この研究会の報告書をあまり勉強しておりませんので、よく理解を

していないところですが、一番大きな根本的な概念の違いは、従来型の伝統的なユニバ

ーサルサービスという概念から新しいフルＩＰ網に近くなればなるほど、ユニバーサル

サービスアクセスにかわっていくんだと主張されているような報告書と拝見しています

が、そうであるかないかというのが一つと、現在のユニバーサルサービスで基金制度を

とって、みんなで負担をしていこうというのは、非常に利用者が少ない場所を維持して

いこう、ネットワークを維持していこうという最低限の取り扱いを行おうとしている概

念と私は理解していますけれども、そのことと新しいＩＰ網化が進んでいった形でユニ
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バーサルサービス、ユニバーサルアクセスという概念に変わると、その最低限をみんな

で補てんしていかなければいけないという維持をする機能はどんなふうに変わるんです

か。ちょっとわかりにくかったのですが、非常に簡単で結構でございます、教えていた

だきたい。 

○根岸部会長  それでは、２つあったと思いますが、よろしくお願いします。 

○村松料金サービス課企画官  まず、１点目、ユニバーサルアクセスの概念でございま

すけれども、ユニバーサルサービス自体がユニバーサルアクセスということにかわると

いうよりは、将来的なフルＩＰ化の時代にはボイスオーバーＩＰ、音声もほかのアプリ

ケーションもＩＰに乗っていきますので、そういう点では、ＩＰ網というアクセスのと

ころでいろんなサービスが行われるということを踏まえまして、ユニバーサルアクセス

というものが維持必要なユニバーサルサービスになるということを想定しまして、ご議

論いただいたと理解しているところでございます。 

  それから、維持という観点からのユニバーサルサービスの点でございますが、それに

ついては、現在のユニバーサルサービスの概念と違いはないかと考えております。全国

的にユニバーサルアクセスが使えるようなフルＩＰ化の時代において、高コスト地域等

においてもユニバーサルサービスでありますユニバーサルアクセスを維持するというこ

とで考えていく制度であろうかと考えております。 

○東海委員  そうすると、ユニバーサルアクセスという流れができてくる、これは積極

的な側面として私はそのとおりだろうと思うんですけれども、高コスト地域の部分が残

っている限り、それが小さくなっていこうと、やはりそこのところはみんなで維持して

いかなきゃならないというのは、必ずしもそれとは関係なく別途残っていくんだという

ような理解の仕方をすることなのでしょうか、あるいは、もうそんな形になっていけば、

そういうみんなで維持していこうという形は解消されるといいましょうか、自然に消滅

するという流れを想定されたのが、この２１ページの図なのでしょうか。 

○根岸部会長  はい、どうぞ。 

○村松料金サービス課企画官  今、委員がおっしゃった消えていくというのは、ＰＳＴ

Ｎ網ということでおっしゃったのでしょうか。 

○東海委員  そうですね。 

○村松料金サービス課企画官  その部分につきましては、ＰＳＴＮ網がＩＰ化していく

ところの最終段階について、どのような形態があって、それをどうしていくかについて
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は、なかなか予測も難しいところもございますので、たしか研究会では、その形のとこ

ろまで詳しくご議論いただいたということではないのではないかとは思うのですが。 

○東海委員  ３年間を想定して、今度フェーズ１を議論してくださいということになる

ということは、３年間という段階でもって、今、現状、説明を受ければ、やはりそれは

今申し上げたような部分が過半を占めるという図がどこかにありましたね。ということ

ですから、過半を占めていたものが、３年たったらそんなに小さなものになるとも思え

ないんですね。ですから、すっと何かユニバーサルサービスという概念からユニバーサ

ルアクセスという概念にうまく収れんして消えていくという形には、私はどうもならな

いような気がしてしようがないんです。ですから、この３年間の議論というものも、そ

のおっしゃること、ユニバーサルアクセスの概念を念頭に置きながらでありながらも、

やはり基本的には現行制度の枠組みをもっとうまく運用できる方法はないだろうかとい

う知恵を何か絞らなきゃならないんじゃないか。そうしないと、逆に今回も出てきてい

るように、小さくなればなるほどコストの負担は場合によっては増えてくる可能性もな

きにしもあらずということになってしまうと。このあたりのことをうまく調和させると

ころを議論していかなければいけないのかなと思っております。 

  何でそんなことを申し上げるかというと、接続料問題とも随分大きな関係がありまし

て、先ほど、辻先生からもお話がありましたように、やはり従量制接続料のＮＴＳコス

トの問題の扱いでいろいろと行ったり来たりのやりとりがあって、現段階においては、

まさに妥協的産物、当分の間の措置という理解になっている部分がありますから、でき

ればこの３年の間のフェーズ１の議論の中でも、そういった接続料をも念頭に置いた、

あるいはその他のいろいろな競争政策も念頭に置いた何か方向性を見定めながらの現行

制度の枠組みの維持という流れができなければいけないのではないかなという感じがい

たしております。 

  以上です。 

○根岸部会長  辻委員、何かございますか。 

○辻委員  今、東海委員のおっしゃられた点で、前の委員会での議論から補足をします

と、２０１０年中頃以降のフェーズ２でも、ユニバーサルサービスと定義できるものは

音声サービスです。今は音声サービスはＰＳＴＮ、通常の固定電話でやられていますが、

それがフェーズ２になりますと、ブロードバンド、ＩＰ電話、携帯電話、ＷｉＭＡＸあ

りというので、様々なアクセス、あるいは伝送路の形態が生まれますから、どういう形

－22－ 



で音声を伝達し、いろんなチャンネルでそのサービスをどう負担していくかを考えてい

くのがフェーズ２と考えております。ですから、まだフェーズ１では黒電話等々が半数

以上ありますから、それがない場合、過去の考え方が主流ですけれども、だんだんフェ

ーズ２に移行するにウエートが減っていって、ブロードバンドないしはＩＰ、あるいは

携帯に移っていくと理解をしております。 

○根岸部会長  よろしいですか。はい、どうぞ。 

○酒井部会長代理  私の方も、もしかすると辻先生の質問になっちゃうかもしれないん

ですけれども、２点ありまして、１点目は、このところでユニバーサルサービスがもし

かするとユニバーサルアクセスに変わっていくかもしれないと。これは少し先の話だと

思いますが、そういった段階のときに料金だけの話、あるいは補てんだけならまだいい

んですけれども、例えばユニバーサルというと、全国民がちゃんと使えなきゃいけない

と、お金だけじゃなくてですね、そういったときに、今、例えば、０ＡＢ～ＪのＩＰ電

話だって、私の家も０ＡＢ～ＪのＩＰ電話なんですけれども、普通使うときは問題ない

んですが、何かサービスを変えようと思うと、電話１本というわけじゃなくて、自分で

ＰＣをいじってかちゃかちゃやらなきゃいけないわけですね。将来、ＷｉＭＡＸとかい

ろんな電話等がだんだん増えてきたときに、今よりもユーザーインターフェースという

か、相当使いやすくしないと、ちょっとＰＣを知っている人ならいいんですが、そうじ

ゃない人は使えない状態ではないかという気がいたしまして、そういう意味で、ユニバ

ーサルサービスというものがお金だけじゃなくて、使い勝手まで含めて全員が――全員

がというと、ちょっとわからないんですけれども、仮に相当年を召された方でも使える

ような状態にするためにはどうしたらいいかという考え方があったのかということと、

今度は逆に、例えば２５、６ページに例として補正とかそういったことが書いてありま

すけれども、例えば２６ページですと、確かにメタリックの線が減ってくれば、全体の

コストが上がるというのはよくわかるんですけれども、これを単純に防ごうと思ったら、

それこそ料金値上げか、そうじゃなくて、今度はＩＰ系、ファイバ系のほうでも一部負

担してもらうという話になってしまう。そうすると、せっかくのファイバ系のほうをむ

しろ妨害する形になりますよね。ですから、この辺は、まだ数がメタリックが多いうち

はいいんですけれども、だんだん減ってきたときに、安易にみんなで負担ということに

なると、新しい方のサービスの足を引っ張ることになってしまいますので、そのあたり

の考え方も二、三年先はいいとは思いますが、将来的にどう考えたほうがいいのかとい

－23－ 



うことにつきまして、今すぐ結論は出ないと思うんですけれども、ありましたらご紹介

いただければと思いました。 

○辻委員  よろしいですか。ご指摘の最初の問題は、確かに光ファイバとかＷｉＭＡＸ

とか、あるいはもう少し広げてパソコンを使えるかといったリテラシーの問題まで入ら

れました。いろんなネットワークの種類が増えていきますと、そのネットワークにアク

セスできない人が出てくる。つまり、光ファイバを山の中の過疎地まで引区必要が生ま

れます。ですから、光ファイバをユニバーサルサービスとしますと、それなりにネット

ワークを広げていくという費用も入れないと国民みんなが使えることにならないわけで

す。そうしますと、このユニバーサルサービスのコストの概念が非常に天文学的に増え

ますので、前のユニバーサルサービスの研究会では、ネットワークの拡張、あるいはイ

ンターネットリテラシーとかにかかわる費用は省き、入れないというのが議論の結論だ

ったと理解しております。 

  それから、もう一つ、続いて何でしたか。 

○酒井部会長代理  ２６ページみたいに。 

○辻委員  そうですね。これは私も質問しましたように、あくまで現行の制度を前提に

しておりますから、今の線はこういう仕組みでいきますが、ブロードバンドの進展状況

等々によって、この線がどう変わっていくか予測がつきません。私自身はここに出てく

るＮＴＳコストとかベンチマークとか、この仕組みを前提とすますと、やはり恣意的に

動かすことになります。できるだけ新しいいろんなサービスを含むようなユニバーサル

コストを、各伝送路ごとの図にするとかの工夫が要るような気がします。この点、私も

酒井委員と同じ意見を持っております。 

○根岸部会長  どうですか。何か事務局のほうでコメントをいただけることはあります

か。 

○村松料金サービス課企画官  ２点目につきましては、酒井先生、辻先生のご指摘もご

ざいますので、このメタル回線コストの上昇分を負担するかどうか、負担する場合にど

ういう形なのかというところはご議論が必要だというふうには考えているところでござ

います。 

○根岸部会長  はい、どうぞ。 

○古市料金サービス課長  １点目につきましても、まさに辻先生からご指摘ありました

とおり、研究会においてもユニバーサル政策の目的というのは何だろうかということを
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かなり議論していただいたところでございまして、結論といたしましては、報告書でも

取りまとめていただきましたけれども、ユニバーサルサービス政策の目的は、全国的に

確保されているサービスの中で不可欠性が高いと認められるサービスの維持費用につい

て地理的格差の解消を図ることが目的でしょうということで、当然、例えば所得格差で

あるとか、先ほどおっしゃられたリテラシーの格差、こういったものについて通信サー

ビスの政策としてどうしていくかという非常に大きな課題はあるわけでございますけれ

ども、こういったことは、そういった例えば福祉政策の観点、通信政策の観点からいろ

いろなアプローチで対応していくことが大事ではないかと考えているところでございま

す。 

  今回、諮問させていただきましたけれども、先ほど東海委員からもご指摘いただきま

したとおり、まずはこの３年間の２０１１年までの期間についてユニバーサルサービス

の制度をどうするかということをきちんとご議論いただくということだと思っておりま

す。それに加えまして、先ほどからるるご議論いただいておりますとおり、２０１１年

以降もいろいろＩＰ網の進展、あるいはいろいろなネットワークの市場環境の変化、こ

ういったものが想定されるところでございますので、この２０１１年以降につきまして

も中期的な課題、それからもう少しフルＩＰ網への過渡的な期間と、フルＩＰ網ができ

た後の期間によってもまた議論がかなり違ってくるかなと思っておりますので、そうい

ったことも意識しながら将来的な課題についても整理をしていただけたらと考えている

ところでございます。 

○根岸部会長  ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、本件につきましては、既にありますユニバーサルサービス委員会において

検討いただくということで、その結果を報告いただいた上でこの部会で審議し、答申を

まとめたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○根岸部会長  ありがとうございます。そのように決定したいと思います。 

  なお、本件に関しましては、先ほどもご説明のありましたように、ヒアリングを実施

するということで、当部会とユニバーサルサービス委員会の合同による事業者ヒアリン

グ、２回あるとご紹介がありましたが、まず、来月５月２７日火曜日に行うことといた

します。詳細につきましては別途事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいた

します。どうもありがとうございました。 
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 諮問事項 

  事業用電気通信設備規則の一部改正について【諮問第１２０９号】 

 

○根岸部会長  それでは、最後になると思いますが、諮問第１２０９号「事業用電気通

信設備規則の一部改正について」審議をしたいと思います。それでは、ご説明をお願い

いたします。 

○竹内電気通信技術システム課長  それでは、お手元の資料９０－４を御覧いただきた

いと思います。説明資料のページを確実に見ていただくために、スライドをディスプレ

ーに映しながらご説明申し上げたいと思います。 

  Ａ４横のタイトルを緑で塗ってある資料を御覧いただきたいと思います。 

  表紙をおめくりいただきまして、今回の事業用電気通信設備規則の改正は、主として

内容が２点ございます。１つは、携帯電話の基地局につきまして、停電対策が現在義務

化されているところでございますが、一部に適用除外を設けたいという点でございます。

もう１点は、０５０の番号を使用するＩＰ電話、携帯電話、ＰＨＳの役務に用いられる

電気通信設備につきまして、発信者番号の偽装対策に関する規定を整備したいという２

点でございます。 

  それでは、それぞれご説明申し上げたいと思います。２ページを御覧いただきたいと

思います。まず、携帯電話基地局の停電対策について、現在は、原則として、すべての

基地局について、予備電源の設置が省令で義務づけられております。一方で、先ほど、

ユニバーサルサービスのところでもご説明がありましたように、サービスエリアの拡大

について、現在、事業者は懸命に取り組んでいるわけでございますが、特に地下街のよ

うなスペースの制約が大きい場所であって通信のニーズがあるところが確実にございま

して、こういった場所に基地局を設置する場合において、予備電源の設置が困難な場合

は多々あると伺っております。 

  そこで、こういった基地局条件の場合につきましても、一定の条件を満たしている場

合には停電対策を要しないと緩和をしたいと考えております。この件につきましては、

既に総務省の考え方を２月から３月にかけて意見募集を行ったところでございます。そ

の内容については、この資料の７ページ、８ページに意見募集の内容と、そこで出され

た意見の結果を参考としておつけしてございます。８ページがお示しした基本的考え方、
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そして７ページが提出された意見の概要でございますけれども、関係事業者２社よりい

ずれも賛同する旨の意見が提出されているものでございます。 

  これを受けまして、今回の改正内容について、資料の３ページを御覧いただきたいと

思います。この停電対策を要しない場合について、一定の条件を課すことを前提にした

いと考えておりまして、その内容を告示で規定したいと考えております。具体的には、

３ページの下に一、二、三とございますが、事業用電気通信設備規則の細目を定める件

という告示の第１条第２項の中でこの３つの条件を規定したいと考えております。１つ

は、他の基地局のサービス提供区域内にあることでございます。この停電対策を講じて

いない基地局が仮に停電になったとしても、他の基地局のサービス提供区域内にあると

いうことでございます。例えば、地下街の基地局が停電になったとしても、屋外に移動

することによりサービスが継続する、という条件でございます。 

  ２点目は、電力の供給が停止した場合に、３時間以内に復旧できるように予備設備の

配備等必要な措置が講じられていることでございます。これは設備の配備や修理等に駆

けつける人員の配置を含むものでございます。 

  ３点目は施設管理者及び利用者に対する周知が図られていることです。周知の方法と

しては、インターネットによる方法や、建築物にシールのようなものを掲示する方法等

が考えられます。これら３つを要件としたいということでございます。これが１点目の

変更でございます。 

  次に２点目の変更でございますが、これは発信者番号偽装対策でございます。固定電

話と同じ番号を用いるＩＰ電話やＩＳＤＮ等につきましては、既に昨年の１１月に同様

の規定について改正・公布をいたしまして、本年の４月１日から施行しているところで

ございます。本年３月に技術分科会から答申をいただき、０５０－ＩＰ電話や携帯電話

等につきましても同様の規定により措置を講じることが適当であるとご答申をいただき

ましたので、今回、省令改正をいたしたいということでございます。 

  具体的な内容は、４ページの「概要」にあるとおり、先に改正いたしました０ＡＢ～

Ｊ番号のＩＰ電話に関する規定を準用する形で、電気通信事業者が異なる番号の発信が

なされた場合に、これを送信しないような必要な措置を講ずることを規定するという内

容でございます。 

  次のページを御覧いただきたいと思います。具体的な規定は青の四角に書いてある事

業用電気通信設備規則の第三十五条の二の二の規定の準用を考えております。条文中の
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下線が引いてある部分の「ただし、他の利用者に対し、発信元を誤認させるおそれがな

い場合は、この限りでない」については、例えば代表者番号を送信する場合や、フリー

ダイヤルの番号を送信するような場合、あるいは事業者をまたがって発信者番号と着信

者番号を分けて使うような場合においても、誤認のおそれがないような使い方であれば、

これに該当するとして、これらのものは認めた上で規定を置くことにしたいと考えてお

ります。 

  なお、この改正につきましても、技術分科会での審議過程で、ＩＰネットワーク設備

委員会におきまして意見募集を既に実施しています。その内容は９ページにつけていま

す。民間の企業、テレコムサービス協会より、賛成する旨の意見を承っております。ま

た、１番目のコメントの中では、今申し上げましたただし書の部分について明確化を図

っていただきたいという意見もございましたので、先ほどご説明した内容について、昨

日、取り扱い方針の公表をしたところでございます。 

  スケジュールについて、６ページを御覧いただきたいと思います。本日、この２件の

改正についてお諮りいたしまして、内容には、必要的諮問事項でございます省令改正案

と、必ずしも諮問を要しない事項でございます関係告示案を含んでいますが、サービス

を安定的に提供する上で必要な規定を定める事業用電気通信設備規則及びその関係告示

の改正でございますので、一体として総務省から意見募集を本日より実施させていただ

きたいと考えております。１カ月間意見募集を行った後、希望としては６月にご答申を

いただき、７月に公布、そして来年１月の施行を希望いたしております。 

  簡単ではございますが、説明は以上です。 

○根岸部会長  ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、

ご意見、ご質問がありましたら、どうぞお願いします。 

○長田委員  着信番号を開示するというのは、我々一般の人にとってみては安心材料で

すが、相手がだれかがよくわかるということで行われているものが番号を偽った形で、

それがかえって振り込め詐欺とかを引き起こす一つの要因になっていて、それに対策を

とっていただけるということで非常に歓迎をする措置なんですけれども、この措置がと

られたとしても、まだ異なる番号が表示される場合があるのかどうか、ほかにいろんな

悪い技術があるのだと思いますが、それはいかがでしょうか。 

○根岸部会長  お願いします。 

○竹内電気通信技術システム課長  今回の措置によりまして、先に行いました固定系の
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発信者番号偽装対策、そして今回の移動系あるいは０５０番号のＩＰ電話に関して対策

がとられますので、少なくとも日本国内からの発信側については、偽装対策がすべて整

うことになろうかと思います。おそらくご指摘の点は、例えば国際、海外を中継するよ

うな場合についてどうかということでございますが、ここについては、確かに色々な手

法がございまして、現在、電気通信事業者協会においても、必要な対策についてガイド

ラインを策定して、例えば海外から来る場合に、明らかに海外から来ているのに国内の

番号を表示しているという場合については、これを検出して対策をしています。ただ、

どういう対策をとっているかは、それ自身がまた新たな偽装を誘発するため、つまびら

かには申し上げられませんが、事業者協会として、既に起きているようなこと、あるい

は想定されるようなケースについては、その防止策を含めて今対策をとっているところ

でございます。また新たな事案等が出てくれば、その都度、関係事業者の協力を得なが

ら対策をしていきたいと思います。ただ、すべての事業者に義務づける対象としては、

まず発信者側のきちんと対策をとるということで、今回、その範囲の対応については一

通り終了するということでございます。 

○根岸部会長  よろしいですか。 

○長田委員  できるだけ何とか対策をとっていただいて、偽装された番号が表示されな

いように、我々が安心して着信番号をちゃんと見ることができるようになるといいなと

思っておりますし、万が一、何かまた新たな手法でそういうケースが出てきたという場

合には、ぜひ情報を皆さんに知らせていただいて、また着信番号が安心できない状況に

なってしまったということがあった場合には、ぜひ広く知らせていただけるといいなと

思います。 

○根岸部会長  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○根岸部会長  それでは、本件の改正は、この部会への必要的諮問事項と諮問を要しな

い事項の２つから構成されておりまして、しかし、この２つは密接不可分であるという

ことでありますので、今、ご提案のとおり、報道発表や意見調整につきましては必要的

諮問事項も含めまして一体として総務省が実施するということで、そういうことをこの

部会として決定し、そして、この部会としては提出された意見を踏まえ、最終的に答申

をまとめるというふうにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 
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○根岸部会長  ありがとうございます。それでは、そのように決定したいと思います。 

  意見調整の期間は、５月２２日木曜日までの間、総務省において実施していただくと

いうことでよろしいのでしょうか。それでは、そのようにお願いいたします。 

 

閉  会 

 

○根岸部会長  それでは、以上で本日の審議は終了いたしました。委員の皆様、あるい

は事務局から何かございますか。 

 それでは、以上で本日の会議を終了いたします。次回の部会につきましては、別途事

務局よりご連絡があるということであります。 

 それでは、閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 


